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船舶事故調査報告書 

 

平成２１年１０月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２０年６月１９日 １２時５５分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市東方沖 犬吠埼灯台から真方位０７８°１７.５海里（Ｍ）付

近（概位 北緯３５°４５.１′ 東経１４１°１３.２′） 

事故調査の経過 

 

平成２０年１０月１日、本事故の調査を横浜地方海難審判理事所から引き

継ぎ、調査を担当する主管調査官（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官

を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

 

 

 

Ａ 漁船 第三十八龍
りゅう

王
おう

丸、１９トン 

ＷＫ２－３６８０（漁船登録番号）、有限会社黒潮水産 

１６.５０ｍ(Lr)×３.８９ｍ×１.６３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３３０kＷ（漁船法馬力数）、不詳 

Ｂ 漁船 第三釜
かま

喜
き

丸、１４.７９トン 

ＩＧ２－２２７６（漁船登録番号）、個人所有 

   １５.５４ｍ(Lr)×３.７０ｍ×１.１６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５８９kＷ（漁船法馬力数）、昭和５５年８月１日 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１４年１月２４日 

免許証交付日 平成１９年１月１８日  

（平成２２年１月２３日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ５０歳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和４９年８月３０日 

免許証交付日  平成１６年８月２３日 

（平成２１年１０月３０日まで有効） 

死傷者等 なし 

損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に亀裂及び右舷側の主機排気管が倒壊したほかトロール

用ウインチを損傷 

事故の経過  Ａ船は、平成２０年６月１９日１０時００分ごろ、船長Ａ及び甲板員Ａほ

か４人が乗り組み、まぐろ延縄漁を行う目的で、千葉県銚子漁港を出港し

た。 

 Ａ船は、甲板員Ａが単独の航海当直について漁場に向けて航行中、Ｂ船と

衝突した。その後、海上保安庁への通報を行い、Ｂ船に同行して銚子漁港に
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入港した。 

 Ｂ船は、平成２０年６月１９日０４時００分ごろ、船長Ｂほか３人が乗り

組み、小型機船底引き網漁を行う目的で、茨城県波崎漁港を出港し、銚子漁

港東方沖の漁場に到着したのち、トロールにより漁ろうをしていることを示

す法定の形象物を掲げて操業を開始し、１１時４０分ごろ当日３回目のえ
・

い
・

網作業を始めた。 

 船長Ｂは、単独で航海当直につき、約２.５ノット（kn）の対地速力で、

概ね南東方に向かってえ
・

い
・

網作業中、右舷船尾方２～３ＭのところにほぼＢ

船と同じ方向に向けて航行するＡ船を初認したが、漁ろうに従事しているＢ

船を避けてくれるものと思い、同作業を続けた。 

 船長Ｂは、その後接近するＡ船に対して汽笛を吹鳴した。 

 Ａ船及びＢ船は、１２時５５分ごろ、北緯３５°４５.１′東経１４１°

１３.２′付近で、Ａ船の船首とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

 船長Ｂは、ＧＰＳプロッターで位置を確認して海上保安庁に通報した。 

 Ｂ船は、海上保安庁のヘリコプターで来援した特殊救難隊隊員が潜水調査

して航行の安全を確認したのち、Ａ船及び僚船等に同行されて銚子漁港に自

力で入港した。 

気象・海象 気象：天候 晴れ、風向 南西、風速 約１０m/s、視界 良好 

海象：流向 北東、流速 ２.５kn程度  

分析 

 

 

 

 

 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ船 不明、Ｂ船 あり 

Ａ船 不明、Ｂ船 なし 

なし 

Ａ船は、Ｂ船の右舷船尾方から接近したものと考

えられる。 

Ｂ船は、トロールにより漁ろうをしていることを

示す法定の形象物を掲げ、約２.５knの対地速力で、

概ね南東方に向かってえ
・

い
・

網作業を行っていたもの

と考えられる。 

Ａ船は、甲板員Ａが単独で船橋当直についていた

が、Ｂ船と衝突するに至った経緯を明らかにするこ

とができなかった。 

Ｂ船は、Ａ船が避けてくれるものと判断し、Ａ船

に対する適切な見張りを行っていなかった可能性が

あると考えられる。 

衝突の原因は、明らかにすることができなかっ

た。 

原因  本事故は、千葉県銚子漁港東方沖において、Ａ船は漁場に向けて航行中、

Ｂ船は底引き網による漁ろうに従事中、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

 




